
 

茨城県西地域産業活性化協議会規約 

 
（目的） 

第１条 この協議会は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に

関する法律（平成１９年法律第４０号。以下「法」という。）第７条第１項の規定

に基づき、法第４条第１項に規定する地域経済の牽引の促進に関する基本的な計画

（以下「基本計画」という。）並びに同条第６項の規定による同意を得た基本計画

（法第５条第１項又は第２項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。

以下「同意基本計画」という。）及びその実施に関し必要な事項その他地域経済の

促進に関し必要な事項について協議を行うことにより、地域の活性化及び成長発展

を目指し、別表に掲げる市町が行う主体的かつ計画的な取り組みに寄与することを

目的とする。 
 
（名称） 

第２条 前条の協議会は、茨城県西地域産業活性化協議会（以下「協議会」という。）

と称する。 
 
（設置） 

第３条 協議会は、別表に掲げる者を委員として設置する。 
２ 別表に掲げる市町及び茨城県は、協議会の組織後に、必要と認める者を委員とし

て加えることができる。 
３ 委員は非常勤とする。 
 
（公表） 

第４条 協議会の公表は、別表に掲げる市町及び茨城県の広報又はホームページへの

掲載のほか、必要と認めるときは、新聞掲載等により行う。 
 
（事務） 

第５条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。 
(1) 基本計画の作成及び同意基本計画の変更に係る協議を行うこと。 
(2) 同意基本計画に位置付けられた事業の実施に関し必要な事項の協議を行うこ

と。 
(3) 前二号に掲げるもののほか、別表に掲げる市町の存する地域における地域経済

牽引事業の促進に関し必要な事項の協議を行うこと。 
(4) 関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求

めること。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域経済の促進に関することを行うこと。 
 



（事務所） 
第６条 協議会の事務所は、筑西市丙３６０番地に置く。 
 
（役員及び職務） 

第７条 協議会に、次の役員を置く。 
(1) 会長   １名 
(2) 副会長  ２名 
(3) 監事   ２名 

２ 会長は、委員の中から互選により選任する。 
３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
４ 副会長及び監事は、委員の中から会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。 
５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
６ 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を協議会に報告しなければならない。 
７ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
８ 役員は非常勤とする。 
 
（アドバイザー） 

第８条 協議会は、第５条に規定する事務に関し、必要に応じて意見を求めるため、 
アドバイザーを置くことができる。 

２ アドバイザーは、会長が会議に招集し、発言を求めることができる。 
 
（会議の招集） 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 
２ 会長は、委員の４分の１以上の者から会議の招集の要請があるときは、会議を招

集しなければならない。 
３ 会長は、会議を招集するときは、会議の日時及び開催場所並びに会議に付すべき

事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。 
 
（会議の運営） 

第１０条 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 
２ 会長は、会議の議長となる。 
３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 
４ 会長は、やむを得ないと認めたときは、書面により会議の審議を求めることがで

きる。 
５ 会議の議事、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 
 
（幹事会等の設置） 

第１１条 協議会は、その事務の一部について、必要な協議又は調整を行うため、幹

事会を置くことができる。 



２ 協議会は、その事務の一部について、必要な協議、調整、調査研究又は事業の実

施のため、ワーキングチームを置くことができる。 
３ 幹事会及びワーキングチームの組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定め

る。 
 
（協議結果の尊重） 

第１２条 協議会の委員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果

を尊重しなければならない。 
 
（事務局） 

第１３条 協議会の事務を処理するため、筑西市役所企業誘致主管課に事務局を置く。 
２ 事務局長は、筑西市役所企業誘致主管課長とする。 
 
（経費） 

第１４条 協議会に要する経費は、委員が協議して負担する。 
 
（財務に関する事項） 

第１５条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 
 
（協議会解散の場合の措置） 

第１６条 協議会の決議に基づいて解散する場合は、委員の４分の３以上の同意を得

なければならない。 
２ 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、

会長であった者がこれを決算し、監事であった者がこれを監査する。 
 

(その他必要事項） 
第１７条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 
 
  附 則 
 この規約は、平成１９年１０月１５日から施行する。 
  この規約は、平成２７年 ５月２１日から施行する。（一部改正） 
  この規約は、平成２９年 ２月１３日から施行する。（一部改正） 
  この規約は、平成３０年 ５月３０日から施行する。（一部改正） 
 この規約は、令和 ２年 ７月 １日から施行する。（一部改正） 
 
 



（別表） 

茨城県西地域産業活性化協議会委員名簿 

構成団体 構成員 

結城市 市長 

下妻市 市長 

筑西市 市長 

桜川市 市長 

八千代町 町長 

茨城県 営業戦略部立地推進担当部長 

公益財団法人茨城県開発公社 理事長 

国立大学法人茨城大学 理事 

国立大学法人筑波大学 副学長 

一般社団法人茨城県経営者協会 県西地区支部長 

結工懇話会 幹事 

株式会社常陽銀行 常務取締役 

 


